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平 成 ２ ９ 年 度 指 定 管 理 者 の 監 査 結 果 に つ い て  

 

 平成２９年度の指定管理者の監査を地方自治法第１９９条第７項の規定

により実施したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。 
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１ 監査の対象及び監査の期日 

当年度の指定管理者監査は、平成２８年度に市の公の施設の指定管理

を行った団体のうちから抽出した次の団体について実施した。  

  

実施日 団  体  名 対象施設 指定管理料の額 担 当 課 

1月 17日

（水） 

特定非営利活動法人 

やさかイキイキ倶楽部 

中津川市坂下総

合体育館 
9,956,388 円 

生涯学習スポー

ツ課 

(坂下総合事務所) 

1月 17日

（水） 
きりら坂下運営協議会 

中津川市坂下交

流促進施設 
 2,330,000 円 

観光課 

(坂下総合事務所) 

1月 18日

（木） 

一般財団法人 

中津川市文化協会 
中津川文化会館 19,854,000 円 文化振興課 

1月 23日

（火） 

特定非営利活動法人 

中津川市体育協会 

中津川公園・中

津川市東美濃ふ

れあいセンター 

148,600,000 円 
生涯学習スポー

ツ課 

 

２ 監査の方法 

平成２８年度における指定管理者である団体の現金出納等に関する事

務、事業の執行及び事業目的等について監査を行った。 

監査にあたっては、団体から提出された協定書の写、事業計画書、事

業実績報告書、予算・決算書を参考に、会計帳簿、その他関係書類につ

いて監査し、併せて団体責任者等及び担当課の説明を聴取すると共に、

現地調査を行った。 

団体別の監査結果については、次のとおりである。  
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Ⅰ 特定非営利活動法人 やさかイキイキ倶楽部 
 

 １ 監査の対象 
    中津川市坂下総合体育館 

 

 ２ 監査の期日 
    平成３０年１月１７日（水） 

 

 ３ 指定管理料の額 
    ９，９５６，３８８円 

 

４ 事業の概要 
中津川市坂下総合体育館は、市民の体力と健康の増進及びスポーツの振興を図る

ために設置された施設である。これらの施設の管理運営業務について効果的かつ効

率的に行えるよう指定管理者制度を導入し、特定非営利活動法人やさかイキイキ倶

楽部が指定管理者となっている。（平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日

まで） 

その主な業務は、次のとおり 

（１）管理施設の使用の許可等に関する業務。 

（２）管理施設の使用許可の取消し等に関する業務。 

（３）管理施設の維持管理に関する業務。 

（４）管理施設の運営に関する業務。 

 

５ 経理の状況 
  ○ 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

・収入決算額        １０，４０６，３３２円  

うち指定管理料       ９，９５６，３８８円 

  施設使用料（減免補填）  ３１４，０１０円 

  その他収入        １３５，９３４円 

・支出決算額        １０，０２１，５８７円 

・収支差引額           ３８４，７４５円 

 

 ６ 監査の結果 
総合体育館の指定管理について、適正に行われていることを検証す

ることはできなかった。予算執行報告書の内容が不明確であり、支出

に関する証拠書類が監査時点で整備されておらず、指定管理料の金額

を示す資料も提示されなかった。  

当団体は、指定管理事業の他、スポーツ振興くじ助成事業（ toto）

を活用した補助事業等複数の事業を行っており、会計上の仕分けが必

要である。しかし、明確な根拠に基づく会計の仕分けについて納得で

きる説明もなかった。  

市の主管課の監督責任も問われると共に、指定管理のあり方につい

て再考する必要がある。   
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Ⅱ きりら坂下運営協議会 
 

 １ 監査の対象 
    中津川市坂下交流促進施設 

 

 ２ 監査の期日 
    平成３０年１月１７日（水） 

 

 ３ 指定管理料の額 
    ２，３３０，０００円 

 

４ 事業の概要 
中津川市坂下交流促進施設は、地域の恵まれた農村資源の活用と都市との交流に

よる地域の活性化を図るために設置された施設である。これらの施設の管理運営業

務について効果的かつ効率的に行えるよう指定管理者制度を導入し、きりら坂下運

営協議会が指定管理者となっている。（平成２８年４月１日から平成３１年３月３

１日まで） 

その主な業務は、次のとおり 

（１）管理施設の維持管理に関する業務。 

（２）管理施設の運営に関する業務。 

 

５ 経理の状況 
  ○ 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

・収入決算額        ２２，４５９，９７６円  

うち指定管理料       ２，３３０，０００円 

  施設使用料      ４，２５０，８２０円 

  その他収入     １５，８７９，１５６円 

・支出決算額        ２２，６０８，６６０円 

・収支差引額          －１４８，６８４円 

 

 ６ 監査の結果 
指定管理に係る経理は適正に行われ、証拠書類等も適正に管理され

ているものと認められた。  

平成３１年度から指定管理料は支払われなくなるため、収益力を向

上させなければならない。そのためには、そば打ち体験をはじめとす

る自主事業等の拡大が不可欠である。今後も引き続き各種媒体を活用

した広告等の営業努力に努められるとともに、他の道の駅や観光事業

者との連携を強化し、団体客やインバウンドの誘客に努められたい。  

あわせて、保守点検料の経費の削減を図る等、自立に向けた取り組

みを一層検討されたい。   
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Ⅲ 一般社団法人 中津川市文化協会 
 

 １ 監査の対象 
    中津川文化会館 

 

 ２ 監査の期日 
    平成３０年１月１８日（木） 

 

 ３ 指定管理料の額 
    １９，８５４，０００円 

 

４ 事業の概要 
中津川文化会館は、地域住民の文化活動の振興を図り文化水準を向上するために

設置された施設である。これらの施設の管理運営業務について効果的かつ効率的に

行えるよう指定管理者制度を導入し、一般財団法人中津川市文化協会が指定管理者

となっている。（平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで） 

その主な業務は、次のとおり 

（１）管理施設の使用の許可等に関する業務。  

（２）管理施設の使用許可の取消し等に関する業務。  

（３）管理施設の維持管理に関する業務。 

（４）管理施設の運営に関する業務。 

 

５ 経理の状況 
  ○ 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

・収入決算額        ３０，３２３，９６０円  

うち指定管理料      １９，８５４，０００円 

  施設使用料      ６，２７２，８１０円 

  減免補填額      ４，１０１，３２０円 

  その他収入         ９５，８３０円 

・支出決算額        ３０，１２１，０３４円 

・収支差引額           ２０２，９２６円 

 

 ６ 監査の結果 
当団体には、文化振興事業の運営ノウハウが蓄積されており、指定管

理者として文化施設の管理運営を担うことにより市民の文化、芸術活動

の活性化に貢献している。  

指定管理に係る経理は適正に行われ、証拠書類も適正に管理されてい

るものと認められた。しかしながら、将来の修繕に備えるために計上し

ている修繕引当金について明確な根拠がなく、利益調整とも受け取られ

かねない決算内容となっている。今後改善を要すると思われる。  
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Ⅳ 特定非営利活動法人 中津川市体育協会 
 

 １ 監査の対象 
    中津川公園・中津川市東美濃ふれあいセンター 

 

 ２ 監査の期日 
    平成３０年１月２３日（火） 

 

 ３ 指定管理料の額 
    １４８，６００，０００円 

 

４ 事業の概要 
中津川公園・中津川市東美濃ふれあいセンターは、スポーツ活動の活性と文化芸

術に親しみ自主的で活発な活動を築くために設置された施設である。これらの施設

の管理運営業務について効果的かつ効率的に行えるよう指定管理者制度を導入し、

特定非営利活動法人中津川市体育協会が指定管理者となっている。（平成２７年４

月１日から平成３０年３月３１日まで） 

その主な業務は、次のとおり 

（１）管理施設の使用の許可等に関する業務。  

（２）管理施設の使用許可の取消し等に関する業務。  

（３）管理施設の維持管理に関する業務。 

（４）管理施設の運営に関する業務。 

 

５ 経理の状況 
  ○ 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

・収入決算額       １７８，５２１，６４０円  

うち指定管理料     １４８，６００，０００円 

  施設使用料     １５，４１９，６８０円 

  減免補填額     １２，８００，０００円 

  その他収入      １，７０１，９６０円 

・支出決算額       １７７，４６９，６４７円 

・収支差引額         １，０５１，９９３円 

 

 ６ 監査の結果 
当団体は、施設管理の上で蓄積したノウハウを持っており、指定管

理者として施設の管理運営を担うにふさわしい団体である。経営の面

で高いコスト意識を持ち、職員の意識改革にも積極的に取り組んでい

る。これにより、施設利用者数、使用料収入ともに増加しており、施

設の有効活用にもつながっている。  

しかしながら、利用料金減免補填金について、精算処理がなされて

いないことが認められた。主管課との協議によって両者の合意は得ら

れているものの、年度協定書第５条において精算が定められており、

これを遵守しなければならない。  

また、施設修繕においても、１０万円以上の修繕は市が負担するも

のとされているが、当団体が負担している状況も認められた。これに

ついても改善を要すると思われ、基本協定の内容を遵守されたい。  


